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一
　
は
じ
め
に

（
一
）
保
護
率
の
地
域
間
格
差

　
名
古
屋
市
立
大
学 

大
学
院
人
間
文
化

研
究
科
の
桜
井
で
す
。
本
日
は
、「
貧
困

と
都
市
政
策
」
に
お
け
る
特
別
報
告
と
し

て
、
大
都
市
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
支
援

の
現
状
を
テ
ー
マ
に
、
特
に
生
活
保
護
の

申
請
率
の
都
市
間
比
較
に
つ
い
て
お
話
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　「
生
活
保
護
制
度
」
と
い
う
の
は
、
い

わ
ず
と
知
れ
た
日
本
に
お
け
る
社
会
福
祉

制
度
で
あ
り
、
憲
法
二
五
条
「
す
べ
て
国

民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活

を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
を
具
現
化
す
る

た
め
、
貧
困
・
低
所
得
者
を
対
象
に
所
得

保
障
を
行
う
仕
組
み
で
す
。
生
活
保
護
制

度
を
よ
く
知
ら
な
い
方
で
も
、
生
活
保
護

の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
ニ
ュ
ー
ス
な
ど

で
あ
る
の
か
、「
働
け
な
い
人
が
も
ら
う

制
度
」、「
暴
力
団
な
ど
の
不
正
受
給
が
多

い
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た

り
し
ま
す
。
正
確
に
は
、
働
い
て
い
て
も
、

収
入
・
資
産
が
基
準
に
満
た
な
け
れ
ば
利

用
は
可
能
で
す
し
、
不
正
受
給
と
い
う
の

も
〇・五
%
前
後
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
よ
う
な
生
活
保
護
制
度
で
す
が
、

生
活
保
護
率
（
以
下
、「
保
護
率
」。）
の

地
域
間
格
差
が
大
き
い
制
度
に
な
っ
て
い

ま
す
。
保
護
率
と
い
う
の
は
、
人
口
（
世

帯
）
比
あ
た
り
の
被
保
護
者
（
世
帯
）
数

の
比
率
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
制
度
利
用
率

と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
表
1
は
、
平
成

二
八
年
の
国
の
統
計
か
ら
出
し
た
も
の

で
、
都
道
府
県
・（
政
令
）
指
定
都
市
・

中
核
市
別
に
保
護
率
順
に
並
べ
た
も
の
で

す
。
も
っ
と
も
保
護
率
が
高
い
の
が
大
阪

市
五・三
五
%
で
あ
り
、
も
っ
と
も
低
い

の
が
富
山
県
〇・二
七
%
で
す
。
両
者
の

間
に
は
、
二
〇
倍
近
い
差
が
あ
る
と
い
え

ま
す
。 

　
生
活
保
護
制
度
自
体
が
、
貧
困
・
低
所

得
世
帯
の
た
め
の
社
会
福
祉
制
度
で
す
の

で
、
地
域
の
貧
困
率
と
大
き
く
関
連
し
ま

す
。
例
と
し
て
、
政
令
・
中
核
市
で
は
な

い
の
で
、
こ
の
表
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、

旧
産
炭
地
な
ど
は
非
常
に
貧
困
率
が
高

く
、
生
活
保
護
率
も
高
く
な
る
事
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
表
で
す
と
、
関
西
圏

や
北
海
道
の
都
市
に
高
い
保
護
率
の
市
が

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、
愛
知
県
内

は
保
護
率
が
全
体
的
に
低
い
で
す
。
名
古

屋
市
こ
そ
二・一
三
%
に
な
っ
て
い
る
も

の
の
、
豊
橋
市
〇・六
一
%
、
愛
知
県
〇
・

五
九
%
、
豊
田
市
〇・
五
八
%
、
岡
崎
市

〇・五
二
%
と
い
ず
れ
も
下
位
グ
ル
ー
プ

に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
の
中

央
に
位
置
し
て
い
る
岐
阜
県
や
富
山
県
、

石
川
県
、
長
野
県
な
ど
の
地
域
に
お
い
て
、

非
常
に
保
護
率
が
低
い
こ
と
も
目
立
ち
ま

す
。

　
さ
て
、
今
回
の
報
告
で
取
り
上
げ
た
い

の
は
、
こ
の
保
護
率
の
地
域
間
格
差
に
つ

い
て
、
貧
困
率
だ
け
で
は
な
く
、「
生
活

保
護
制
度
の
ア
ク
セ
ス
問
題
」
に
も
焦
点

を
当
て
な
が
ら
視
覚
化
し
よ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
「
ア
ク
セ
ス
問
題
」
な
の

で
す
が
、
馴
染
み
深
い
用
語
で
表
す
と
生

活
保
護
の
「
水
際
作
戦
」
と
も
言
い
ま
す
。

地
方
自
治
体
に
福
祉
事
務
所
が
設
置
さ
れ

て
お
り
、
福
祉
事
務
所
が
生
活
保
護
制
度

の
実
施
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

福
祉
事
務
所
の
担
当
者
が
、
違
法
、
あ
る

い
は
不
適
切
な
方
法
で
生
活
困
窮
に
よ
る

相
談
に
来
た
人
び
と
の
保
護
の
申
請
を
抑

❖
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制
す
る
行
為
を
総
じ
て
「
水
際
作
戦
」
と

言
い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
保
護

率
自
体
は
、地
域
の
貧
困
状
況
（
貧
困
率
）

に
関
連
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
こ
の
水

際
作
戦
の
状
況
も
影
響
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

（
二
）
生
活
保
護
の
低
捕
捉
率

　
私
は
、
専
門
は
「
生
活
保
護
」
な
の
で

す
が
、
も
し
日
本
の
生
活
保
護
制
度
の
問

題
を
一
点
挙
げ
る
よ
う
に
尋
ね
ら
れ
れ
ば
、

躊
躇
な
く
「
超
低
捕
捉
率
」
を
挙
げ
ま
す
。

不
正
受
給
で
も
、
福
祉
依
存
で
も
な
く
、

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
び
と
の
数
が
、

貧
困
の
実
態
に
比
べ
て
少
な
す
ぎ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
問
題
で
す
。
公
表
さ
れ
て
い
る

保
護
率
は
も
ち
ろ
ん
制
度
利
用
率
で
す
が
、

推
測
さ
れ
る
貧
困
者
（
世
帯
）
の
う
ち
、

制
度
を
利
用
し
て
い
る
者
（
世
帯
）
の
占

め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
低
す
ぎ
る

こ
と
は
こ
の
領
域
の
専
門
家
た
ち
が
何
人

も
指
摘
し
て
お
り
、
実
証
研
究
も
存
在
し

ま
す
（
駒
村
（
二
〇
〇
三
）、
週
刊
東
洋
経

済
（
二
〇
一
五
）、戸
室
（
二
〇
一
六
））
⑴
。

　
な
か
で
も
近
年
の
戸
室
の
成
果
は
、
都

道
府
県
別
の
貧
困
率
・
捕
捉
率
等
を
「
就

業
構
造
基
本
調
査
」
の
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ

を
用
い
て
算
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
非

常
に
重
要
で
す
。
就
業
構
造
基
本
調
査
の

都
道
府
県
ご
と
で
す
の
で
、
サ
ン
プ
ル
数

の
問
題
等
も
あ
る
も
の
の
、
彼
の
研
究
成

果
に
よ
っ
て
、
日
本
各
地
に
お
け
る
貧
困

率
と
、
生
活
保
護
制
度
の
捕
捉
率
を
視
覚

化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
図
1
が
、
戸
室
（
二
〇
一
六
）
で
得
ら

れ
た
生
活
保
護
の
都
道
府
県
別
捕
捉
率
を
、

私
が
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
も
の
に
な
り
ま

す
。
捕
捉
率
が
高
い
の
が
、
大
阪
、
北
海

道
、
福
岡
、
東
京
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大

阪
、
北
海
道
な
ど
は
保
護
率
が
高
い
地
域

で
し
た
が
、
制
度
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
率

も
高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
高
い
と
行
っ
て
も
、
ト
ッ
プ
の

大
阪
で
二
三・六
%
で
す
か
ら
、
生
活
保

護
水
準
以
下
の
生
活
を
し
て
い
る
人
び
と

の
四
分
の
一
し
か
利
用
し
て
い
な
い
と
い

う
わ
け
で
あ
り
、こ
れ
を
「
高
い
」
と
言
っ

て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
は
疑
問
が
あ
り
ま

す
。
あ
く
ま
で
相
対
的
な
話
で
す
。

　
一
方
で
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

が
、
捕
捉
率
が
極
端
に
低
い
グ
ル
ー
プ
で

す
、
下
位
四
件
が
岐
阜
県
、
山
梨
県
、
長

野
県
、
富
山
県
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ

ど
の
保
護
率
の
低
い
都
道
府
県
と
被
っ
て

表 1　都道府県・指定都市・中核市別保護率
出所：厚生労働省 社会・援護局保護課（2018）「生

活保護関係全国係長会議資料　平成 30 年 9
月 4 日」：57
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い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
マ
ッ
プ
を
見

て
も
、
日
本
の
中
央
に
あ
る
山
間
地
方
部

の
み
色
が
極
端
に
薄
い
状
況
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
保
護
率
が
低
い
と
い

う
こ
と
が
、
単
純
に
「
地
域
と
し
て
貧
困

で
は
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
生

活
保
護
が
必
要
に
も
か
か
わ
ら
ず
利
用
で

き
て
い
な
い
」
と
い
う
要
因
が
存
在
す
る

可
能
性
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

（
三
）
捕
捉
率
の
地
域
間
格
差
の
要
因

　「
生
活
保
護
の
水
際
作
戦
」
と
い
う
形

で
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
時
々
使
わ
れ
る

よ
う
な
言
葉
で
す
が
、
生
活
保
護
の
捕
捉

率
の
地
域
間
格
差
を
、
申
請
抑
制
の
側
面

か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
三
つ

の
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
一
つ

め
が
「
①
行
政
窓
口
の
要
因
」
で
す
。
要

保
護
者
を
行
政
窓
口
に
て
違
法
ま
た
は
不

適
切
な
方
法
に
よ
り
、
申
請
を
た
め
ら
わ

せ
制
度
利
用
か
ら
排
除
す
る
。「
水
際
作

戦
」
と
い
う
狭
義
の
定
義
で
あ
り
、
こ
の

言
葉
の
本
来
的
な
用
法
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
二
つ
め
が
、
②
「
文
化
的
要
因
」
で

す
。
行
政
窓
口
が
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
の
段
階
、
生
活
困
窮
状
態
で
も

行
政
機
関
に
相
談
し
た
り
、
保
護
申
請
を

行
わ
な
い
。
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
生
活

保
護
制
度
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
が
強
い

よ
う
な
地
域
・
文
化
で
あ
れ
ば
、
生
活
相

談
や
保
護
申
請
を
た
め
ら
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
三
つ
め
が
、
③
制
度
的
要
因
で
す
。

貧
困
率
や
捕
捉
率
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま

で
所
得
ベ
ー
ス
の
推
定
で
す
の
で
、
資
産

要
件
ま
で
は
加
味
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。

資
産
と
い
っ
て
も
、
莫
大
な
財
産
や
高
級

マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
行

の
生
活
保
護
制
度
は
自
動
車
保
有
に
相
当

厳
し
い
で
す
か
ら
、
地
方
な
ど
で
は
自
動

車
が
な
い
と
生
活
で
き
な
い
の
で
、
自
動

車
を
手
放
し
た
く
な
い
か
ら
困
窮
し
て
い

て
も
生
活
保
護
を
申
請
し
な
い
、
と
い
う

話
は
よ
く
聞
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
違
法
で

も
不
適
切
で
も
な
い
の
で
す
が
、
制
度
自

体
が
、
制
度
利
用
を
た
め
ら
わ
せ
、
申
請

を
抑
制
す
る
よ
う
な
要
因
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
特
に
①

と
②
に
着
目
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
③
制

度
的
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要

で
す
が
、
な
か
な
か
適
し
た
デ
ー
タ
も
な

く
、
現
状
で
は
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
①
と
②
に
注
目
す
る
と
し
ま
し

た
が
、
こ
の
①
の
行
政
窓
口
の
要
因
と
い

う
の
は
、
顕
在
的
な
抑
制
で
あ
る
と
も
言

え
ま
す
。
形
と
し
て
は
、
行
政
窓
口
に
相

談
に
「
来
て
」
い
ま
す
の
で
、
違
法
・
不

適
切
な
形
で
追
い
返
し
て
い
た
と
し
て
も
、

相
談
件
数
と
い
う
形
で
は
残
っ
て
い
ま
す
。

反
対
に
、
②
「
文
化
的
要
因
」
に
よ
る
申

請
抑
制
と
い
う
の
は
、
潜
在
的
な
抑
制
で

す
。
相
談
・
申
請
と
い
う
形
に
残
り
ま
せ

ん
か
ら
、
そ
れ
を
視
覚
化
す
る
に
は
少
し

図 1　都道府県別捕捉率（2012 年就業構造基本調査）

注
：
こ
の
捕
捉
率
は
、「
生
活
保
護
世
帯

数
」
／
「
貧
困
世
帯
数
」（
推
計
し
た
最

低
生
活
費
に
満
た
な
い
世
帯
数
。
戸
室

（
二
〇
一
六
）
参
照
）
で
あ
り
、
相
対
的

貧
困
率
と
は
異
な
る
。

出
所
：
戸
室
（
二
〇
一
六
）
表
九
「
都
道
府
県
別

捕
捉
率
の
推
移
」
を
基
に
作
成
。
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工
夫
が
い
り
ま
す
。

（
四
）
相
談
率
、
申
請
率

　
ま
ず
、「
①
行
政
窓
口
の
要
因
」
で
す
。

「
水
際
作
戦
」
と
言
い
ま
す
が
、
生
活
困

窮
状
態
の
相
談
者
に
対
し
て
、
行
政
機
関

が
違
法
な
又
は
不
適
切
な
方
法
に
よ
り
生

活
保
護
の
相
談
・
申
請
の
場
か
ら
排
除
す

る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
近
年
の
代
表
例
と

し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
三
年
連
続
で
三

件
の
餓
死
事
件
（
小
倉
北
餓
死
事
件
・
門

司
餓
死
事
件
・
八
幡
東
餓
死
事
件
）
と
一

件
の
自
殺
・
自
死
事
件
（
小
倉
北
自
殺
事

件
）
を
起
こ
し
た
北
九
州
市
の
例
が
有
名

で
す
。

　
図
2
は
、
札
幌
市
白
石
区
で
起
き
た
姉

妹
孤
立
死
事
件
の
際
の
、
福
祉
事
務
所
の

面
接
受
付
票
で
す
。
こ
の
事
件
の
詳
細
は

寺
久
保
（
二
〇
一
二
）
が
詳
し
い
で
す
が
、

何
度
か
福
祉
事
務
所
に
足
を
運
ん
で
お
り
、

生
活
相
談
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

最
終
的
に
は
生
活
保
護
を
利
用
せ
ず
に
孤

立
死
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
行
政
側
の
責

任
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
福
祉
事
務
所
は
、
こ
の
よ
う
に
生
活
相

談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す
べ
て
書
面
に
残

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
相
談
件
数
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
統
計
を
取
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
地
域
の
申
請
件
数
（
申
請
が

あ
っ
た
件
数
）と
相
談
件
数（
相
談
が
あ
っ

た
件
数
）
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
申

請
率
」「
相
談
率
」
か
ら
水
際
作
戦
、
申

請
抑
制
の
地
域
差
を
分
析
し
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
で
は
申
請
率
、
相
談
率
を
次
の
よ
う

に
定
義
し
ま
す
。

申
請
率
：
福
祉
事
務
所
へ
の
相
談
数
の
う

ち
、
実
際
に
生
活
保
護
申
請
に

至
っ
た
割
合

相
談
率
：
福
祉
事
務
所
へ
の
相
談
数
を
人

口
規
模
等
で
統
制
し
た
も
の
⑵

　
た
と
え
ば
、
こ
の
「
申
請
率
」
の
場
合
、

先
に
挙
げ
た
三
年
連
続
で
餓
死
事
件
が
発

生
し
た
北
九
州
市
で
は
、
一
部
の
区
で
申

請
率
の
抑
制
を
組
織
全
体
の
業
務
目
標
と

し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
北
九
州

市
は
「
目
標
」
で
は
な
く
「
目
安
」
だ
と

説
明
）。
北
九
州
市
の
当
時
（
H
16
）
の

申
請
率
は
「
二
五・
四
%
」
で
あ
り
、
こ

れ
は
福
祉
事
務
所
へ
一
〇
人
の
市
民
が
生

活
相
談
に
赴
い
た
と
き
、
実
際
に
申
請
に

ま
で
至
っ
た
の
は
で
き
た
の
は
二
か
ら
三

人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
、

三
つ
の
餓
死
事
件
の
一
つ
、
門
司
餓
死
事

件
が
起
き
た
平
成
一
七
年
度
の
門
司
区
の

申
請
率
は
一
二・八
%
と
な
っ
て
い
ま
す
⑶
。

　
そ
し
て
、「
相
談
率
」
は
、
福
祉
事
務

所
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
相
談
し
や
す
さ
）
の

代
理
指
標
と
し
て
設
定
し
ま
し
た
。
土

地
・
文
化
的
な
影
響
で
、
生
活
保
護
の
制

度
利
用
に
対
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
が
強
い
地

域
で
す
と
、
そ
も
そ
も
生
活
困
窮
状
態
で

も
、
福
祉
事
務
所
へ
足
を
運
ん
で
相
談
に

行
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
相
談
件
数
自
体
は

数
を
集
計
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
人

口
規
模
や
、
貧
困
率
か
ら
そ
の
影
響
を
考

え
る
こ
と
自
体
は
可
能
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

相
談
率
自
体
は
ス
テ
ィ
グ
マ
要
因
以
外
に
、

地
域
の
貧
困
率
や
経
済
状
況
に
よ
っ
て
増

減
し
ま
す
。
本
来
は
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
要
素
の
相
関
等
を
調

べ
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
前
段
階
と
し
て
、
集
計
値
の
視
覚
化
に

絞
っ
て
報
告
し
ま
す
。

二
　
分
析
編
①
（
全
国
の
状
況
か
ら
）

（
一
）
申
請
率

　
ま
ず
、
申
請
率
の
経
年
変
化
を
見

て
み
ま
す
。
図
三
は
二
〇
一
一
年
と

二
〇
一
六
年
の
政
令
市
の
申
請
率
の
推
移

で
す
。
政
令
市
合
計
で
す
と
、
申
請
率
は

四
七・
九
%
（
二
〇
一
一
）
→
五
七・
二

%
（
二
〇
一
六
）
と
一
〇
%
近
く
改
善

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
だ
い
た

図 2 相談面接受付票

出
所
：
寺
久
保
光
良
（
二
〇
一
二
）『
ま
た
、
福

祉
が
人
を
殺
し
た
ー
札
幌
市
姉
妹
孤
立
死

事
件
を
追
う
』
あ
け
び
書
房
：48 
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い
の
政
令
市
が
過
去
五
年
の
な
か
で
申
請

率
が
増
加
し
て
お
り
、
申
請
抑
制
傾
向

に
つ
い
て
は
改
善
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し

た
。
政
令
市
の
な
か
で
申
請
率
が
も
っ
と

も
低
い
ワ
ー
ス
ト
一
の
自
治
体
は
、
先
ほ

ど
の
北
九
州
市
で
、
申
請
率
は
四
九・
〇

%
（
二
〇
一
六
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
餓

死
事
件
の
起
き
た
当
時
に
比
べ
る
と
改
善

し
て
い
る
と
は
い
え
、
以
前
と
し
て
政
令

市
の
な
か
で
は
申
請
抑
制
が
強
い
自
治
体

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
他
に
比
較

的
申
請
率
が
低
い
政
令
市
で
は
、
横
浜
市 

四
九・
六
%
、
川
崎
市
四
九・
二
%
、
新

潟
市
四
九・
三
%
（
い
ず
れ
も
二
〇
一
六

年
度
）。
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
政
令
市
で
は
な
く
、
都
道
府
県
で
表
し

た
の
が
図
4
に
な
り
ま
す
。
福
祉
事
務
所

で
の
保
護
申
請
の
受
け
付
け
は
、
市
の

場
合
と
、
町
村
の
場
合
で
申
請
プ
ロ
セ

ス
が
や
や
違
い
ま
す
の
で
（
※
町
村
の

場
合
、
都
道
府
県
設
置
の
郡
部
事
務
所

等
が
管
轄
）、
町
村
を
含
め
た
分
析
は
困

難
で
す
。
今
回
は
四
七
都
道
府
県
の
全

「
市
」（
町
村
を
外
す
）
の
分
析
に
な
っ
て

い
ま
す
。
同
じ
く
、
申
請
率
（
全
国
）
は

四
九・
七
%
（
二
〇
一
一
）
→
五
五・
四

%
（
二
〇
一
六
）
と
五
年
間
で
改
善
し
て

い
ま
す
。
全
体
的
に
五
〇
%
を
上
回
る

申
請
率
の
都
道
府
県
が
多
い
な
か
で
、
や

は
り
先
に
挙
げ
た
県
の
低
さ
が
目
立
ち

ま
す
。
富
山
県
三
一・
六
%
、
滋
賀
県
、

三
五・
六
%
、
長
野
県
三
八・
八
%
、
石

川
県
三
九・〇
%
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
県
で
は
依
然
と
し
て
四
割
未
満
の
申

請
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
実
際
の
相

談
件
数
の
な
か
の
、
四
割
し
か
生
活
保
護

申
請
と
し
て
受
け
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
最
近
話
題
と
な
っ
て
い
る
あ
る
財
政
学

者
の
方
の
新
書
で
、
富
山
県
を
評
価
し
て
、

「
富
山
型
福
祉
」
と
い
う
の
が
一
部
で
話

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
の
帯
に
は
、「
生

活
保
護
率
が
一
番
低
い
」
と
い
う
点
も
誇

ら
し
げ
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
貧
困

（
率
）
が
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
生
活
保
護

率
が
低
い
の
で
あ
れ
ば
良
い
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
申
請
抑
制
も
行
な
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
あ
ま
り
褒
め

ら
れ
た
話
で
は
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら

わ
か
り
ま
す
。

（
二
）
申
請
率
×
相
談
率
（
四
七
都
道
府

県
：
二
〇
一
二
年
度
）

図 4　都道府県の状況
出所：厚労省各年度監査資料より作成。
注：右図は 2012 年度の申請率による。

図 3　政令市の状況
注：熊本市は除外（政令市移行が 2012 年のため）。

出所：厚労省各年度監査資料より作成。
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で
は
、
次
に
、
申
請
率
と
相
談
率
を
掛

け
合
わ
せ
て
み
ま
す
。
貧
困
世
帯
数
の
推

計
値
の
関
係
で
二
〇
一
二
年
度
の
み
と
な

り
ま
す
。
図
5
は
、
横
軸
に
相
談
率
（
相

談
件
数
／
貧
困
世
帯
数
）
を
、
縦
軸
に
申

請
率
（
申
請
件
数
／
相
談
件
数
）
に
と
っ

て
い
ま
す
。
象
限
ご
と
の
傾
向
は
こ
の
よ

う
に
読
み
取
れ
ま
す
。

・
第
一
象
限
：
相
談
し
や
す
く
（

≒

ス
テ
ィ

グ
マ
が
低
く
）、
申
請
も
受

け
つ
け
ら
れ
る
。

・
第
二
象
限
：
相
談
し
に
く
い
が
、
申
請

は
受
け
つ
け
ら
れ
る
。

・
第
三
象
限
：
相
談
し
に
く
く
、
申
請
も

通
り
に
く
い（

≒

水
際
傾
向
）。

・
第
四
象
限
：
相
談
し
や
す
い
が
、
申
請

は
通
り
に
く
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
第
一
象
限
が
理
想
的
な
わ

け
で
す
。
生
活
困
窮
に
至
っ
た
場
合
に
、

相
談
し
や
す
く
、
福
祉
事
務
所
に
相
談
に

行
っ
た
場
合
に
申
請
抑
制
に
あ
う
こ
と
も

少
な
い
。
東
京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
京
都

と
大
都
市
圏
が
こ
こ
に
あ
た
り
ま
す
が
、

全
体
的
に
は
数
と
し
て
は
少
な
く
、
ま
だ

ま
だ
改
善
の
余
地
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
第

四
象
限
に
あ
た
る
都
道
府
県
は
少
な
い
で

す
が
、
大
阪
が
印
象
的
で
す
。
相
談
率
が

多
い
と
い
う
意
味
で
は
、
生
活
困
窮
に

至
っ
た
場
合
に
、
相
談
ま
で
は
行
く
わ
け

で
す
。
大
阪
府
は
全
国
一
の
保
護
率
で
す

か
ら
、
生
活
保
護
に
対
し
て
の
ス
テ
ィ
グ

マ
も
相
対
的
に
少
な
い
と
い
う
の
が
背
景

に
あ
る
か
も
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
貧
困
先

進
地
域
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
貧
困
運
動
も

盛
ん
で
す
し
、
弁
護
士
の
同
行
申
請
な
ど

も
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
要

素
も
絡
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一

方
で
、
申
請
抑
制
の
力
は
強
い
で
す
の
で
、

福
祉
事
務
所
で
の
水
際
傾
向
は
、
東
京
や

神
奈
川
、
愛
知
な
ど
に
比
べ
て
強
い
と
言

え
ま
す
。

　
第
二
象
限
は
、
高
知
、
熊
本
、
奈
良
と

い
っ
た
都
道
府
県
が
位
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

相
談
率
は
低
い
で
す
が
、
申
請
率
は
高
い
。

相
談
率
が
低
い
と
い
う
意
味
で
は
、
文
化

的
要
因
が
強
く
、
ス
テ
ィ
グ
マ
は
高
い
。

一
方
で
、
福
祉
事
務
所
の
申
請
率
は
高
い
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
福
祉
事
務
所
の
制
度

が
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
が
、
相
談
率
自
体
が
低
い
と
い
う

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
当
に
生
活
が
ギ

リ
ギ
リ
に
な
ら
な
い
と
相
談
し
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
相
談=

要
保
護
状
態
→
申

請
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
第
四
象
限
が
、
先
の
低
捕
捉
率
の
都
道

府
県
が
位
置
し
て
い
ま
す
。
富
山
、
長
野
、

石
川
、
岐
阜
な
ど
で
す
。
こ
こ
に
つ
い
て

は
、
相
談
も
し
づ
ら
く
、
そ
の
な
か
で
相

談
し
て
い
て
も
福
祉
事
務
所
の
申
請
率
が

低
く
、
水
際
傾
向
で
あ
る
。
一
番
問
題
が

大
き
い
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
日

本
一
の
低
保
護
県
で
あ
る
富
山
県
は
、
貧

困
率
自
体
も
低
い
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、

文
化
的
要
因
と
行
政
窓
口
の
要
因
が
二
重

に
作
用
し
て
い
る
結
果
で
あ
る
可
能
性
も

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

三
　
分
析
編
②
（
愛
知
県
の
状
況
：

二
〇一二-

二
〇一六
年
度
申
請
率
）

　
最
後
に
、
こ
の
地
域
分
析
を
愛
知
県
内

の
状
況
に
当
て
は
め
て
み
て
み
ま
す
。
愛

知
県
自
体
は
、
全
国
の
都
道
府
県
の
な
か

で
は
比
較
的
、
相
談
率
も
高
く
、
申
請
率

も
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
地
域

図 5　申請率×相談率　　出所：筆者作成
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差
は
あ
る
は
ず
で
す
。
愛
知
県
の
市
別
の

相
談
率
の
デ
ー
タ
は
、
行
政
デ
ー
タ
と
し

て
は
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
愛
知
県

社
会
保
障
推
進
協
議
会
が
実
施
し
て
い
る

自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
結
果
を
w
e
b

で
公
表
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
数

値
を
取
り
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
愛
知

県
内
の
市
単
位
で
の
貧
困
率
と
い
う
の
は
、

推
計
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
相
談
率
は
出

す
こ
と
が
で
き
ず
、
申
請
率
の
み
と
な
り

ま
す
⁴
。
申
請
率
の
数
値
の
算
出
方
法

が
、
述
べ
件
数
・
実
件
数
の
差
が
あ
る
の

で
、
先
ほ
ど
の
結
果
と
は
単
純
に
比
較
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
図
6
が
愛
知
県
内
の
申
請
率
を
マ
ッ

ピ
ン
グ
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
県
内
で

も
相
当
地
域
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
名
古
屋
市
は
比
較
的
申
請
率
が
高
い

で
す
が
、
岡
崎
市
一
九・
二
%
、
刈
谷
市

一
九・
六
%
、
西
尾
市
一
七・
七
%
、
み

よ
し
市
一
六・二
%
と
非
常
に
低
い
申
請

率
の
自
治
体
が
あ
り
ま
す
。

四
　
ま
と
め

　
生
活
保
護
の
申
請
率
・
相
談
率
と
い
う

視
点
か
ら
、
全
国
の
状
況
、
愛
知
県
の
状

況
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
経
年
変
化
で
言

え
ば
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に

か
け
て
、
申
請
率
は
全
国
的
に
は
改
善
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
代
の
北
九

州
市
で
の
連
続
餓
死
事
件
な
ど
も
あ
っ
て
、

マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
度
々
報
道
さ
れ
ま
し

た
し
、
そ
れ
ら
効
果
も
あ
っ
て
、
現
在
あ

か
ら
さ
ま
な
行
政
窓
口
で
の
水
際
作
戦
は

全
国
的
に
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。
一
方
で
、
地
域
間
格
差
は
依
然
と

し
て
深
刻
で
す
。
特
に
、
申
請
抑
制
傾
向

は
都
市
部
よ
り
も
地
方
に
お
い
て
深
刻
と

み
ら
れ
ま
す
。
地
方
・
地
域
部
に
お
い
て

は
、
顕
在
的
な
要
因
（
水
際
作
戦
）
と
潜

在
的
な
要
因
（
ス
テ
ィ
グ
マ
に
よ
る
自
主

抑
制
）
が
二
重
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
代
表
例
が
、
富
山
、
岐
阜
、
長
野
な
ど

の
地
域
で
し
ょ
う
。
結
果
と
し
て
こ
れ
ら

の
地
域
で
は
、
生
活
保
護
よ
り
下
の
困
窮

状
態
の
ま
ま
で
、
生
活
保
護
を
利
用
し
な

い
世
帯
が
多
く
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い

と
い
え
ま
す
。

　
愛
知
県
内
に
お
い
て
も
、
岡
崎
市
・
刈

谷
市
・
西
尾
市
・
み
よ
し
市
は
低
い
申
請

率
で
あ
り
、
適
切
な
生
活
保
護
運
営
が
必

要
で
す
し
、
こ
れ
ら
は
引
き
続
き
注
視
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

私
か
ら
の
報
告
は
以
上
で
す
。
ご
清
聴
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図 6　愛知県　相談率・申請率

出所：愛知県社会保障推進協議会の web（自
治体キャラバンまとめ資料）を基に
作成。
以下の（市）町村は除外（あま市、
長久手市、東郷町、豊山町、大口町、
扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、
阿久比町、東浦町、南知多町、美浜
町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、
豊根村）。

注意：相談件数は、厚労省資料とは微妙に
異なる（おそらく「延べ件数／実件
数」「職権保護を含める／含めない」
の差）。
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⑵
今
回
は
、
相
談
率=

相
談
件
数
／
貧
困
世

帯
数
と
し
て
お
り
、
貧
困
世
帯
数
は
、
戸
室

（2015,2016

）
の
推
計
値
を
用
い
た
。

⑶
竹
下
・
吉
永
編
著
（
二
〇
〇
六
）『
死
に
た
く

な
い
！
：
い
ま
、
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』

青
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書
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：pp.40-42

⑷
な
お
、
相
談
件
数
の
数
値
が
国
の
資
料
と
は

異
な
る
点
に
注
意
が
必
要
。「
延
べ
件
数
／
実

件
数
」、「
職
権
保
護
」
に
よ
る
違
い
と
考
え

ら
れ
る
。


